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(57)【要約】
【課題】被写体の定量的な情報を取得する。
【解決手段】観察対象部位Ｘに励起光および参照光を照
射する光源１０と、光源１０からの励起光の照射により
観察対象部位Ｘにおいて発生した蛍光を撮影し蛍光画像
を取得したり、参照光の照射により観察対象部位Ｘから
戻る戻り光を撮影し参照画像を取得したりする画像生成
部４１と、画像生成部４１により取得された参照画像を
用いて蛍光画像を補正し補正蛍光画像を生成する画像補
正部４３と、画像補正部４３により生成された補正蛍光
画像における輝度値が所定の誤差範囲内の有効領域を設
定する有効領域設定部４７と、補正蛍光画像における輝
度値が所定の閾値以上の高輝度領域を抽出する領域抽出
部４５と、領域抽出部４５により抽出された高輝度領域
をこの高輝度領域が有効領域内に存在するか否かを識別
可能に表示する表示部５１とを備える蛍光内視鏡装置１
００を提供する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被写体に励起光および参照光を照射する光源と、
　該光源からの前記励起光の照射により前記被写体において発生した蛍光を撮影し蛍光画
像を取得する蛍光画像取得部と、
　前記光源からの前記参照光の照射により前記被写体から戻る戻り光を撮影し参照画像を
取得する参照画像取得部と、
　該参照画像取得部により取得された前記参照画像を用いて前記蛍光画像取得部により取
得された前記蛍光画像を補正し補正蛍光画像を生成する補正蛍光画像生成部と、
　該補正蛍光画像生成部により生成された前記補正蛍光画像における輝度値が所定の誤差
範囲内となる有効領域を設定する有効領域設定部と、
　前記補正蛍光画像における前記輝度値が所定の閾値以上の高輝度領域を抽出する領域抽
出部と、
　該領域抽出部により抽出された前記高輝度領域を該高輝度領域が前記有効領域内に存在
するか否かを識別可能に表示する表示部とを備える蛍光内視鏡装置。
【請求項２】
　前記補正蛍光画像生成部が、前記蛍光画像を前記参照画像で除算する請求項１に記載の
蛍光内視鏡装置。
【請求項３】
　前記表示部が、前記補正蛍光画像上に前記有効領域を他の領域と識別可能に表示する請
求項１または請求項２に記載の蛍光内視鏡装置。
【請求項４】
　前記表示部が、前記高輝度領域の画像情報を表示する請求項１から請求項３のいずれか
に記載の蛍光内視鏡装置。
【請求項５】
　前記表示部が、前記高輝度領域の前記画像情報を前記補正蛍光画像上のその高輝度領域
の近傍に表示する請求項４に記載の蛍光内視鏡装置。
【請求項６】
　前記有効領域設定部が、前記補正蛍光画像の中心から所定の範囲内を前記有効領域とす
る請求項１から請求項５のいずれかに記載の蛍光内視鏡装置。
【請求項７】
　前記有効領域設定部が、観察範囲内で均一な強度の蛍光を発生する標準試料を前記被写
体として測定された前記有効領域を、他の前記被写体の前記補正蛍光画像における前記有
効領域として設定する請求項１から請求項６のいずれかに記載の蛍光内視鏡装置。
【請求項８】
　先端部分に前記励起光および前記参照光の照射部および前記蛍光および前記戻り光の受
光部を有する内視鏡スコープを備え、
　前記有効領域設定部が、前記内視鏡スコープの前記照射部および前記受光部に関するス
コープ情報に基づいて前記有効領域を設定する請求項１から請求項７のいずれかに記載の
蛍光内視鏡装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、蛍光内視鏡装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、癌細胞等の病変部に特異的に集積する蛍光色素を投与した観察対象部位に対し、
蛍光色素を励起して薬剤蛍光を発生させる励起光を照射し、発生した薬剤蛍光を撮影する
ことにより、病変部における輝度が高い蛍光画像を得ることができる蛍光内視鏡装置が知
られている（例えば、特許文献１参照）。特許文献１に記載の蛍光内視鏡装置は、励起光
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を照射した観察対象部位から得られる蛍光の強度に基づく蛍光画像を、参照光を照射した
同一の観察対象部位から得られる反射光の強度に基づく参照画像で除算することにより、
蛍光画像における観察距離や観察角度等に依存する蛍光強度変化を補正することとしてい
る。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００６－１７５０５２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、蛍光と反射光とでは観察距離や観察角度に対する依存性が異なるため、
特許文献１に記載の蛍光内視鏡装置のように蛍光画像を参照画像によって除算したとして
も、観察距離や観察角度の影響を完全に補正することができない。例えば、観察距離や観
察角度に応じて励起光および参照光の照射分布が異なることにより、画像の中心部と周辺
部とでは誤差が生じるという問題がある。
【０００５】
　本発明は、このような事情に鑑みてなされたものであって、被写体の定量的な情報を取
得することができる蛍光内視鏡装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記課題を解決するために、本発明は以下の手段を採用する。
　本発明は、被写体に励起光および参照光を照射する光源と、該光源からの前記励起光の
照射により前記被写体において発生した蛍光を撮影し蛍光画像を取得する蛍光画像取得部
と、前記光源からの前記参照光の照射により前記被写体から戻る戻り光を撮影し参照画像
を取得する参照画像取得部と、該参照画像取得部により取得された前記参照画像を用いて
前記蛍光画像取得部により取得された前記蛍光画像を補正し補正蛍光画像を生成する補正
蛍光画像生成部と、該補正蛍光画像生成部により生成された前記補正蛍光画像における輝
度値が所定の誤差範囲内となる有効領域を設定する有効領域設定部と、前記補正蛍光画像
における前記輝度値が所定の閾値以上の高輝度領域を抽出する領域抽出部と、該領域抽出
部により抽出された前記高輝度領域を該高輝度領域が前記有効領域内に存在するか否かを
識別可能に表示する表示部とを備える蛍光内視鏡装置を提供する。
【０００７】
　本発明によれば、光源から発せられた励起光が被写体に照射されると、蛍光画像取得部
により被写体において発生した蛍光の蛍光画像が取得され、光源から励起光とともに発せ
られた参照光が被写体に照射されると、参照画像取得部によりその戻り光の参照画像が取
得される。そして、補正蛍光画像生成部において、同一の被写体に対する蛍光画像が参照
画像で補正されることにより、観察距離や観察角度に依存する蛍光強度変化を軽減した補
正蛍光画像が生成される。
【０００８】
　ここで、観察距離や観察角度に応じて励起光および参照光の照射分布が異なることによ
り、補正蛍光画像上の輝度値は画像上の位置に応じて誤差が生じている場合がある。この
場合において、有効領域設定部により補正蛍光画像に有効領域を設定することで、領域抽
出部により抽出される高輝度領域について輝度値の有効性が高いものと低いものとで区別
することができる。したがって、表示部により、高輝度領域が有効領域内に存在するか否
かを識別可能に表示することで、被写体の観察距離や観察角度の影響による誤差が少ない
有効かつ定量的な情報を選択的に取得することができる。
【０００９】
　上記発明においては、前記補正蛍光画像生成部が、前記蛍光画像を前記参照画像で除算
することとしてもよい。
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　このように構成することで、簡易な演算処理により定量性の高い補正蛍光画像を生成す
ることができる。
【００１０】
　また、上記発明においては、前記表示部が、前記補正蛍光画像上に前記有効領域を他の
領域と識別可能に表示することとしてもよい。
　このように構成することで、補正蛍光画像の有効領域内に存在する高輝度領域を補正蛍
光画像上で一見して識別することができる。
【００１１】
　また、上記発明においては、前記表示部が、前記高輝度領域の画像情報を表示すること
としてもよい。
　このように構成することで、補正蛍光画像の有効領域内に存在する高輝度領域について
の具体的な情報を容易に把握することができる。なお、画像情報としては、例えば、高輝
度領域内の平均輝度値や面積等が挙げられる。
【００１２】
　また、上記発明においては、前記表示部が、前記高輝度領域の前記画像情報を前記補正
蛍光画像上のその高輝度領域の近傍に表示することとしてもよい。
　このように構成することで、有効な高輝度領域の画像情報を補正蛍光画像上で容易に把
握することができる。
【００１３】
　また、上記発明においては、前記有効領域設定部が、前記補正蛍光画像の中心から所定
の範囲内を前記有効領域とすることとしてもよい。
　被写体に対する観察距離や観察角度が小さいほど輝度値の誤差量が小さく、観察距離や
観察角度が大きくなるほど輝度値の誤差量が大きくなる傾向にあるので、このように構成
することで、被写体を正面視して観察する場合に信頼性が高い有効領域を設定することが
できる。
【００１４】
　また、上記発明においては、前記有効領域設定部が、観察範囲内で均一な強度の蛍光を
発生する標準試料を前記被写体として測定された前記有効領域を、他の前記被写体の前記
補正蛍光画像における前記有効領域として設定することとしてもよい。
【００１５】
　観察範囲内で均一な強度の蛍光を発生する標準試料の補正蛍光画像には、観察距離およ
び観察角度の影響による輝度値の誤差が明確に表れる。したがって、標準試料の補正蛍光
画像における輝度の実測値に基づいて、他の被写体の補正蛍光画像に精度が高い有効領域
を設定することができる。
【００１６】
　また、上記発明においては、先端部分に前記励起光および前記参照光の照射部および前
記蛍光および前記戻り光の受光部を有する内視鏡スコープを備え、前記有効領域設定部が
、前記内視鏡スコープの前記照射部および前記受光部に関するスコープ情報に基づいて前
記有効領域を設定することとしてもよい。
【００１７】
　このように構成することで、観察対象および観察方法に応じて、用途や仕様が異なる内
視鏡スコープごとに実用的で信頼性が高い有効領域を設定することができる。スコープ情
報としては、例えば、照射部の数や照射部および受光部の観察角度等が挙げられる。例え
ば、単一の照射部から光が照射される場合はその光軸を中心とする円形状の有効領域を設
定し、複数の照射部から光が照射される場合は全ての照射部の照射範囲を含むような長円
形状の有効領域を設定することとしてもよい。また、被写体を正面視して観察する場合は
画像の中心から所定の範囲内を有効領域とし、管腔内で体腔壁を広角で観察する場合は画
像の中心部を除く環状の範囲内を有効領域とすることとしてもよい。
【発明の効果】
【００１８】
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　本発明によれば、被写体の定量的な情報を取得することができるという効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】本発明の第１の実施形態に係る蛍光内視鏡装置の概略構成図である。
【図２】図１のモニタの拡大図である。
【図３】抽出された高輝度領域が有効領域外に存在する場合を示した図である。
【図４】抽出された高輝度領域が有効領域内に存在する場合を示した図である。
【図５】本発明の第１の実施形態の第１の変形例に係る蛍光内視鏡装置により抽出した複
数の高輝度領域が有効領域外に存在する場合を示した図である。
【図６】本発明の第１の実施形態の第１の変形例に係る蛍光内視鏡装置により抽出した複
数の高輝度領域が有効領域内に存在する場合を示した図である。
【図７】本発明の第１の実施形態の第２の変形例に係る蛍光内視鏡装置により抽出した複
数の高輝度領域の一方が複数の有効領域のいずれかに存在する場合を示した図である。
【図８】本発明の第１の実施形態の第２の変形例に係る蛍光内視鏡装置により抽出した複
数の高輝度領域がそれぞれ複数の有効領域のいずれかに存在する場合を示した図である。
【図９】本発明の第２の実施形態に係る蛍光内視鏡装置の概略構成図である。
【図１０】図９のスコープと交換可能な他のスコープを示す概略図である。
【図１１】図９のスコープと交換可能な別の他のスコープを示す概略図である。
【図１２】図１０のスコープを用いて得られる補正蛍光画像を示した図である。
【図１３】図１１のスコープを用いて得られる補正蛍光画像を示した図である。
【図１４】本発明の第３の実施形態に係る蛍光内視鏡装置の概略構成図である。
【図１５】図１３のスコープとファントムの拡大図である。
【図１６】図１５のファントムの補正蛍光画像における輝度分布を示した図である。
【図１７】図１５のファントムの有効領域を示した図である。
【図１８】本発明の第３の実施形態の変形例に係る蛍光内視鏡装置の概略構成図である。
【図１９】他のファントムとスコープの拡大図である。
【図２０】図１９のファントムの補正蛍光画像を示した図である。
【図２１】図１９のファントムの有効領域を示した図である。
【図２２】本発明の第４の実施形態の変形例に係る蛍光内視鏡装置の概略構成図である。
【図２３】図２２の画像生成部により生成される白色光画像を示した図である。
【図２４】図２２の画像生成部により生成される別の白色光画像を示した図である。
【図２５】図２３の白色光画像を用いた補正蛍光画像を示した図である。
【図２６】図２４の白色光画像を用いた補正蛍光画像を示した図である。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
〔第１の実施形態〕
　以下、本発明の第１の実施形態に係る蛍光内視鏡装置について、図面を参照して説明す
る。
　本実施形態に係る蛍光内視鏡装置１００は、図１に示すように、体腔内に挿入される細
長いスコープ２と、スコープ２の先端２ａから射出させる照明光を発する光源１０を備え
る照明ユニット２０と、スコープ２内に配置され、被写体である観察対象部位Ｘの画像情
報を取得する撮影ユニット３０と、撮影ユニット３０により取得された画像情報を処理す
る画像処理部４０と、画像処理部４０により処理された画像および画像情報等を表示する
モニタ５０とを備えている。
【００２１】
　光源１０は、照明光を発するキセノンランプ（Ｘｅランプ）１１と、キセノンランプ１
１から発せられた照明光から励起光を含む白色光（参照光）を切り出す励起光フィルタ１
３と、励起光フィルタ１３により切り出された励起光を含む白色光を集光するカップリン
グレンズ１５とを備えている。励起光フィルタ１３は、例えば、波長帯域が４００～７４
０ｎｍの励起光を含む白色光を切り出すようになっている。
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【００２２】
　また、照明ユニット２０には、スコープ２の長手方向の略全長にわたって配置されたラ
イトガイドファイバ２１と、スコープ２の先端２ａに配置された拡散レンズ２３とが備え
られている。
　ライトガイドファイバ２１は、カップリングレンズ１５によって集光された励起光を含
む白色光をスコープ２の先端２ａまで導光するものである。拡散レンズ２３は、ライトガ
イドファイバ２１により導光された励起光を含む白色光を拡散させて観察対象部位Ｘに照
射するようになっている。
【００２３】
　撮影ユニット３０は、照明ユニット２０により励起光を含む白色光が照射された観察対
象部位Ｘから戻る戻り光を集光する対物レンズ３１と、対物レンズ３１により集光された
戻り光を波長ごとに分岐するビームスプリッタ３３とを備えている。
　対物レンズ３１は、スコープ２の先端２ａに拡散レンズ２３と並列して配置されている
。ビームスプリッタ３３は、戻り光のうち、励起波長以上の光（励起光および蛍光）を反
射し、励起波長より波長が短い白色光（戻り光）を透過するようになっている。
【００２４】
　また、この撮影ユニット３０には、ビームスプリッタ３３により反射された励起光およ
び蛍光のうち、励起光を遮断して蛍光（例えば、近赤外蛍光）のみを透過させる励起光カ
ットフィルタ３５と、励起光カットフィルタ３５を透過した蛍光を集光する集光レンズ３
７Ａおよびビームスプリッタ３３を透過した白色光を集光する集光レンズ３７Ｂと、集光
レンズ３７Ａにより集光された蛍光を撮影する蛍光撮影部３８および集光レンズ３７Ｂに
より集光された白色光を撮影する白色光撮影部３９とを備えている。
【００２５】
　励起光カットフィルタ３５は、例えば、波長帯域が７６５～８５０ｎｍの蛍光のみを透
過させるようになっている。蛍光撮影部３８は、例えば、蛍光用の高感度モノクロＣＣＤ
である。この蛍光撮影部３８は、蛍光を撮影することにより蛍光画像情報を取得するよう
になっている。白色光撮影部３９は、例えば、白色光用のカラーＣＣＤであり、モザイク
フィルタ（図示略）を備えている。この白色光撮影部３９は、白色光を撮影することによ
り白色光画像情報を取得するようになっている。
【００２６】
　画像処理部４０は、蛍光画像および白色光画像（参照画像）を生成する画像生成部（蛍
光画像取得部，参照画像取得部）４１と、画像生成部４１により生成された蛍光画像を白
色光画像により補正する画像補正部（補正蛍光画像生成部）４３とを備えている。
　画像生成部４１は、蛍光撮影部３８により取得された蛍光画像情報から２次元的な蛍光
画像を生成し、また、白色光撮影部３９により取得された白色光画像情報から２次元的な
白色光画像を生成するようになっている。
【００２７】
　画像補正部４３は、同一の観察対象部位Ｘの蛍光画像を白色光画像で除算することによ
り蛍光画像を補正するようになっている。これにより、蛍光画像における観察距離や観察
角度等に依存する蛍光強度変化を軽減した補正蛍光画像が生成される。また、画像補正部
４３は、白色光画像および生成した補正蛍光画像をモニタ５０に出力するようになってい
る。
【００２８】
　また、画像処理部４０は、画像補正部４３により生成された補正蛍光画像上で輝度値が
所定の閾値以上の画素の領域（以下、「高輝度領域」とする。）を抽出する領域抽出部４
５と、補正蛍光画像における輝度が有効な領域（以下「有効領域」とする。）を設定する
有効領域設定部４７と、領域抽出部４５により抽出された高輝度領域が有効領域内に存在
するか否かを判定する判定部４９とを備えている。
【００２９】
　領域抽出部４５には、予め所定の閾値を入力するようになっている。



(7) JP 2011-161046 A 2011.8.25

10

20

30

40

50

　有効領域設定部４７は、補正蛍光画像の中心の画素における蛍光強度に対して所定の誤
差範囲内（例えば、±１０％や±２０％の範囲内。）の蛍光強度で表示されるような画素
の領域を有効領域として設定するようになっている。
【００３０】
　例えば、画像の中心から所定の半径（所定の画素数）で形成される円内が有効領域とし
て設定される。被写体に対する観察距離や観察角度が小さいほど輝度値の誤差量が小さく
、観察距離や観察角度が大きくなるほど輝度値の誤差量が大きくなる傾向にあるので、被
写体を正面視して観察する際に信頼性が高い有効領域を設定することができる。
【００３１】
　判定部４９は、有効領域内に存在すると判定した高輝度領域については画像情報を算出
し、有効領域内に存在しないと判定した高輝度領域については画像情報を算出しないよう
になっている。画像情報としては、例えば、高輝度領域内の平均輝度値や面積等が挙げら
れる。
【００３２】
　モニタ５０は、画像補正部４３から送られてくる白色光画像および補正蛍光画像を同時
に表示することができるようになっている。また、モニタ５０は、有効領域設定部４７に
より設定された有効領域の外縁を補正蛍光画像上に表示したり、判定部４９により算出さ
れた高輝度領域の画像情報を表示したりする表示部５１を備えている。
【００３３】
　表示部５１は、判定部４９により高輝度領域が有効領域内に含まれていると判定される
と、算出されたその高輝度領域の画像情報、具体的には、平均輝度値（Ａｖｅｒａｇｅ）
および面積（Ａｒｅａ）を表示し、一方、高輝度領域が有効領域内に含まれていないと判
定されると、その高輝度領域の平均輝度値（Ａｖｅｒａｇｅ）および面積（Ａｒｅａ）を
ＮＡ（Ｎｏｔ　Ａｖａｉｌａｂｌｅ）と表示するようになっている。
【００３４】
　このように構成された本実施形態に係る蛍光内視鏡装置１００の作用について説明する
。
　本実施形態に係る蛍光内視鏡装置１００を用いて、生体の体腔内の観察対象部位Ｘを正
面視して観察する場合は、観察対象部位Ｘに蛍光色素を付着または吸収させる。そして、
光源１０を作動させ、体腔内にスコープ２の先端２ａを挿入して観察対象部位Ｘに対向さ
せる。
【００３５】
　キセノンランプ１１から発せられて励起光フィルタ１３によって切り出される励起光を
含む白色光は、カップリングレンズ１５により集光され、ライトガイドファイバ２１によ
りスコープ２の先端２ａへと導光される。そして、励起光を含む白色光は拡散レンズ２３
により拡散され、観察対象部位Ｘに照射される。
【００３６】
　観察対象部位Ｘにおいては、内部に含まれている蛍光物質が励起光によって励起される
ことにより蛍光が発せられるとともに、表面において白色光および励起光の一部が反射さ
せられる。これら蛍光、白色光および励起光は、対物レンズ３１により集光され、ビーム
スプリッタ３３により励起波長以上の光、すなわち、励起光および蛍光が反射され、励起
波長より波長が短い白色光は透過させられる。
【００３７】
　ビームスプリッタ３３により反射された励起光および蛍光は、励起光カットフィルタ３
５により励起光が除去され、蛍光のみが集光レンズ３７Ａにより集光されて蛍光撮影部３
８により撮影される。これにより、蛍光撮影部３８において観察対象部位Ｘの蛍光画像情
報が取得される。また、ビームスプリッタ３３を透過した白色光は、集光レンズ３７Ｂに
よって集光され、白色光撮影部３９により撮影される。これにより、白色光撮影部３９に
おいて観察対象部位Ｘの白色光画像情報が取得される。なお、蛍光画像情報と白色光画像
情報は、どちらを先に取得してもよいし同時に取得してもよい。
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【００３８】
　蛍光撮影部３８により取得された蛍光画像情報および白色光撮影部３９により取得され
た白色光画像情報は、それぞれ画像処理部４０の画像生成部４１に入力される。画像生成
部４１においては、蛍光画像情報に基づき２次元的な蛍光画像が生成され、また、白色光
画像情報に基づき２次元的な白色光画像が生成される。
【００３９】
　画像生成部４１により生成された蛍光画像および白色光画像は画像補正部４３に送られ
る。画像補正部４３においては、蛍光画像が白色光画像で除算されることにより補正蛍光
画像が生成される。生成された補正蛍光画像は、領域抽出部４５に送られるとともに、図
２に示すように、白色光画像と一緒にモニタ５０に送られて表示される。
【００４０】
　領域抽出部４５においては、同図に示されるように、補正蛍光画像上であらかじめ入力
された所定の閾値以上の輝度値を有する画素群が高輝度領域Ｈとして抽出される。
　ここで、例えば、補正蛍光画像の中心において輝度値２０００で表示される強度の蛍光
を±１０％の誤差量の範囲内で観察する場合には、有効領域設定部４７により、この蛍光
強度が輝度値１８００～２２００で表示されるような円状の領域が有効領域Ｅとして設定
される。そして、表示部５１により、図３および図４に示すように、設定された有効領域
Ｅの外縁が補正蛍光画像上に表示される。
【００４１】
　判定部４９においては、図３に示すように、抽出された高輝度領域Ｈが有効領域Ｅの外
に存在する場合には、判定部４９により高輝度領域Ｈが有効領域Ｅ内に含まれていないと
判定される。また、表示部５１により、［Ａｖｅｒａｇｅ］および［Ａｒｅａ］に「ＮＡ
」と表示される。
【００４２】
　一方、図４に示すように、抽出された高輝度領域Ｈが有効領域Ｅ内に存在する場合には
、判定部４９により高輝度領域Ｈが有効領域Ｅ内に含まれていると判定され、その画像情
報が算出される。また、表示部５１により、高輝度領域Ｈの［Ａｖｅｒａｇｅ］および［
Ａｒｅａ］に算出された数値が表示される。同図においては、高輝度領域Ｈの［Ａｖｅｒ
ａｇｅ］が１５５０、［Ａｒｅａ］が８０００である。
【００４３】
　以上説明したように、本実施形態に係る蛍光内視鏡装置１００によれば、補正蛍光画像
において、励起光および参照光の照射分布の相違により画像上の位置に応じて輝度値に誤
差が生じている場合であっても、有効領域Ｅ内に存在する高輝度領域Ｈについてのみ画像
情報を算出して表示することで、観察距離や観察角度の影響による誤差が少ない有効かつ
定量的な画像情報を選択的に取得することができる。
【００４４】
　なお、本実施形態においては、有効領域Ｅ内に存在する高輝度領域Ｈについてのみ画像
情報を算出して表示することしたが、高輝度領域Ｈが有効領域Ｅ内に存在するか否かを識
別可能に表示することとすればよく、例えば、有効領域Ｅの外縁を表示したり有効領域Ｅ
内の色を他の領域の色と変えたりする等、有効領域Ｅ内と有効領域Ｅ外とを識別可能にす
ることで、有効領域Ｅ外に存在する高輝度領域についても画像情報を表示することとして
もよい。また、有効領域Ｅ外の高輝度領域については画像上に表示しない、または、その
画像情報を表示しないこととし、有効領域Ｅ内に存在する高輝度領域Ｈについてのみを画
像上に表示したり、または、その画像情報を表示したりすることで、有効領域Ｅを補正蛍
光画像上に表示しないこととしてもよい。
【００４５】
　また、本実施形態は以下のように変形することができる。
　例えば、本実施形態においては、領域抽出部４５が補正蛍光画像上の高輝度領域Ｈを１
ヶ所抽出することとしたが、第１の変形例としては、同一の補正蛍光画像上の高輝度領域
Ｈを同時に２ヶ所以上抽出することとしてもよい。この場合、判定部４９は、有効領域Ｅ



(9) JP 2011-161046 A 2011.8.25

10

20

30

40

50

内に存在する高輝度領域Ｈについてのみ画像情報を算出し、有効領域Ｅ内に存在しない高
輝度領域Ｈについては画像情報を算出しないこととすればよい。また、表示部５１は、算
出された画像情報を画像上の高輝度領域Ｈの近傍に表示することとすればよい。
【００４６】
　例えば、図５に示すように、抽出された高輝度領域Ｈ１，Ｈ２が有効領域Ｅ内に存在し
ない場合は、いずれの高輝度領域Ｈ１，Ｈ２の画像情報も算出せず、一方、図６に示すよ
うに、高輝度領域Ｈ１，Ｈ２が有効領域Ｅ内に存在する場合には、各高輝度領域Ｈ１，Ｈ
２の画像情報を算出してそれぞれの近傍に表示することとすればよい（同図においては、
高輝度領域Ｈ１の平均輝度値１４００、高輝度領域Ｈ２の平均輝度値２４５０。）。この
ようにすることで、補正蛍光画像上で複数の高輝度領域Ｈ１，Ｈ２の画像情報を容易に把
握することができる。
【００４７】
　また、本実施形態においては、補正蛍光画像上に有効領域Ｅを１つ設定することとした
が、第２の変形例としては、同一の補正蛍光画像において複数の有効領域Ｅを同時に設定
することとしてもよい。この場合、有効領域設定部４７において、例えば、図７および図
８に示すように、補正蛍光画像の中心において輝度値２０００で表示される蛍光が、±１
０％の誤差量（輝度値１８００～２０００）で表示されるような領域を有効領域Ｅ１とし
、±２０％の誤差量（輝度値１６００～２４００）で表示されるような領域を有効領域Ｅ
２とすればよい。
【００４８】
　また、表示部５１は、例えば、図７に示すように、抽出された高輝度領域Ｈ２が有効領
域Ｅ２内に存在する場合には、高輝度領域Ｈ２の画像情報をその近傍に表示し（同図にお
いて、高輝度領域Ｈ２の平均輝度値２７００。）、どちらの有効領域Ｅ１，Ｅ２にも含ま
れていない高輝度領域Ｈ１についてはその近傍に何も表示しないこととすればよい。
【００４９】
　また、図８に示すように、高輝度領域Ｈ１が有効領域Ｅ２内に存在し、高輝度領域Ｈ２
が有効領域Ｅ１内に存在する場合には、各高輝度領域Ｈ１，Ｈ２の画像情報をそれぞれの
近傍に表示することとすればよい（同図において、高輝度領域Ｈ１の平均輝度値１３００
、高輝度領域Ｈ２の平均輝度値２７００。）。この場合、有効領域Ｅ１，Ｅ２内の色をそ
れぞれ変えて表示することとしてもよいし、また、領域効領域Ｅ１，Ｅ２ごとに画像情報
の色等を変えて表示することとしてもよい。このようにすることで、求める輝度値の誤差
の精度に応じて画像情報を把握し易くすることができる。
【００５０】
　本変形例においては、高輝度領域Ｈ１の輝度値は±２０％の範囲の誤差量があるから、
その蛍光強度は輝度値１０４０～１５６０の範囲であることが分かる。また、高輝度領域
Ｈ２の輝度値は±１０％の範囲の誤差量があるから、その蛍光強度は輝度値２４３０～２
９７０の範囲であることが分かる。
【００５１】
〔第２の実施形態〕
　次に、本発明の第２の実施形態に係る蛍光内視鏡装置について説明する。
　本実施形態に係る蛍光内視鏡装置２００は、図９に示すように、スコープ（内視鏡スコ
ープ）２０２がスコープ２０２に関するスコープ情報を記憶するＩＣチップ２６１を備え
る点と、光源２１０がＩＣチップ２６１に記憶されているスコープ情報を判別するスコー
プ判別部２６３を備える点で、第１の実施形態と異なる。
　以下、第１の実施形態に係る蛍光内視鏡装置１００と構成を共通する箇所には、同一符
号を付して説明を省略する。
【００５２】
　スコープ２０２は、ライトガイドファイバ２１および拡散レンズ２３により構成される
照射部２６５と、対物レンズ３１により構成される受光部２６７とを備えている。このス
コープ２０２は、観察対象部位Ｘを正面視して観察するように照射部２６５および受光部
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２６７の観察角度が設定されている。
【００５３】
　また、スコープ２０２は、図１０および図１１に示すような用途や仕様が異なる他のス
コープ２０２Ａ，２０２Ｂと交換可能に設けられている。スコープ２０２Ａは、図１０に
示すように、観察対象部位Ｘを正面視して観察するように観察角度が設定された２つの照
射部２６５および受光部２６７を備えている。このスコープ２０２Ａは、各照射部２６５
の光軸を中心とする略長円形状の照射範囲に励起光および参照光を照射するようになって
いる。
【００５４】
　また、スコープ２０２Ｂは、図１１に示すように、画像の中心よりもやや周辺部で観察
する際に用いられ、食道や大腸等の管腔内に沿って配置された状態で体腔壁等を広角で観
察するように観察角度が設定された２つの照射部２６５および受光部２６７を備えている
。このスコープ２０２Ｂは、照射部１６５から体腔壁等の周方向全域に向かって励起光お
よび参照光を広角に照射するようになっている。
【００５５】
　ＩＣチップ２６１は、スコープ２０２，２０２Ａ，２０２Ｂごとに特有の情報を記憶し
ているものであり、各スコープ２０２，２０２Ａ，２０２Ｂの光源側基端部に配置されて
いる。スコープ情報としては、例えば、照射部２６５の数や、照射部２６５と受光部２６
７の観察角度等が挙げられる。
【００５６】
　スコープ判別部２６３は、スコープ２０２が光源２１０に接続されると、ＩＣチップ２
６１に記憶されているスコープ情報を読み出し、その情報を有効領域設定部２４７に出力
するようになっている。有効領域設定部２４７は、スコープ判別部２６３から送られてく
るスコープ情報に基づいて、観察対象部位Ｘを観察するのに適切な位置および形状の有効
領域を設定するようになっている。表示部５１は、設定された有効領域の形状に応じて、
その外縁を表示したり有効領域内を有効領域外とは異なる色で表示したりするようになっ
ている。
【００５７】
　このように構成された蛍光内視鏡装置２００の作用について説明する。
　本実施形態に係る蛍光内視鏡装置２００を用いて、生体の体腔内の観察対象部位Ｘを観
察する場合には、まず、スコープ判別部２６３により、光源２１０に接続されたいずれか
のスコープ２０２，２０２Ａ，２０２Ｂのスコープ情報がＩＣチップ２６１から判別され
、有効領域設定部２４７にそのスコープ情報が入力される。
【００５８】
　図１０に示すスコープ２０２Ａが接続されている場合には、有効領域設定部２４７によ
り、スコープ情報に基づき各照射部２６５から照射される励起光および参照光の全ての照
射範囲を含むような有効領域Ｅが設定される。この場合、表示部５１により、図１２に示
すように、長円形状の有効領域Ｅの外縁が表示される。
　一方、スコープ２０２Ｂが接続されている場合には、有効領域設定部２４７により、ス
コープ情報に基づき画像の中心よりもやや周辺部で観察するような有効領域Ｅが設定され
る。この場合、表示部５１により、図１３に示すように、中心部を除く環状の有効領域Ｅ
が有効領域Ｅ外の色とは異なる色で表示される。
【００５９】
　以上説明したように、本実施形態に係る蛍光内視鏡装置２００によれば、有効領域設定
部２４７によりスコープ情報に基づいて有効領域Ｅを設定することで、観察対象および観
察方法に応じて用途や仕様が異なるスコープ２０２，２０２Ａ，２０２Ｂごとに実用的で
信頼性が高い有効領域Ｅを設定することができる。
【００６０】
　なお、本実施形態においては、スコープ判別部２６３がＩＣチップ２６１からスコープ
情報を読み出して有効領域設定部２４７に出力することとしたが、例えば、キーボード等
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の入力装置を用いて手動で有効領域設定部２４７にスコープ情報を入力することとしても
よい。
　また、本実施形態においては、有効領域設定部２４７がスコープ情報に基づいて有効領
域Ｅを設定することとしたが、例えば、観察対象や観察方法に応じて、術者が手動で有効
領域設定部２４７を作動させて有効領域Ｅを設定することとしてもよい。
【００６１】
〔第３の実施形態〕
　次に、本発明の第３の実施形態に係る蛍光内視鏡装置について説明する。
　本実施形態に係る蛍光内視鏡装置３００は、図１４に示すように、画像処理部３４０が
、ファントム（標準試料）Ｙを観察して得られる標準試料情報を記憶する情報記憶部３７
１を備え、有効領域設定部３４７が標準試料情報に基づいて有効領域を設定する点で、第
１の実施形態と異なる。
　以下、第１の実施形態に係る蛍光内視鏡装置１００と構成を共通する箇所には、同一符
号を付して説明を省略する。
【００６２】
　ファントムＹとしては、ほぼ全域にわたり均一な強度の蛍光を発生する平板状のものが
用いられる。このファントムＹは、例えば、図１５に示すように、正面視して観察した場
合に得られる補正蛍光画像の中心において輝度値２０００で表示される蛍光強度を有して
いる。
【００６３】
　情報記憶部３７１は、有効領域設定部３４７によりファントムＹの補正蛍光画像におい
て設定された有効領域を記憶することができるようになっている。例えば、図１６に示す
ように、輝度値の誤差量が±１０％の範囲（蛍光強度が輝度値１９００～２１００で表示
される範囲）と、誤差量が－１０～－２０％の範囲（蛍光強度が輝度値１８００～１９０
０で表示される範囲）と、誤差量が＋１０～＋２０％の範囲（蛍光強度が輝度値２１００
～２２００で表示される範囲）とにより構成される領域が図１７に示すような有効領域Ｅ
として記憶される。
【００６４】
　このように構成された本実施形態に係る蛍光内視鏡装置３００の作用について説明する
。
　本実施形態に係る蛍光内視鏡装置３００を用いて、生体の体腔内の観察対象部位Ｘを観
察する場合は、画像補正部４３により観察対象部位Ｘの補正蛍光画像が生成されると、有
効領域設定部３４７により情報記憶部３７１に記憶されているファントムＹの有効領域Ｅ
が読み出され、観察対象部位Ｘの補正蛍光画像に設定される。
【００６５】
　ここで、観察範囲内で均一な強度の蛍光を発生するファントムＹの補正蛍光画像には、
観察距離および観察角度の影響による輝度値の誤差が明確に表れているので、ファントム
Ｙの補正蛍光画像における輝度の実測値に基づいて、観察対象部位Ｘの補正蛍光画像に精
度が高い有効領域Ｅを設定することができる。これにより、観察距離および観察角度の影
響による誤差が少なく精度が高い画像情報を取得することができる。
【００６６】
　なお、本実施形態は以下のように変形することができる。
　例えば、図１８に示すように、蛍光内視鏡装置３００が、形状が異なる他の複数のファ
ントムの有効領域Ｅが記憶されている情報記憶部３７１から任意の有効領域Ｅを選択する
選択部３７３を備えることとしてもよい。
【００６７】
　他のファントムとしては、全域にわたり均一な強度の蛍光を発する蛍光体により形成さ
るものであればよく、例えば、図１９に示すような輝度値２０００の蛍光強度を有する管
腔形状のファントムＺが挙げられる。このファントムＺの中空内部にスコープ２を挿入し
て内壁を広角で観察すると、例えば、図２０に示すように、中心部よりその周囲の環状部
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分で高い輝度値が得られる補正蛍光画像が生成される。
【００６８】
　この補正蛍光画像は、中心部を含み蛍光強度が輝度値１８００以下で表示される範囲と
、その周囲に蛍光強度が輝度値１８００～２２００で表示される範囲と、さらにその周囲
に蛍光強度が輝度値２２００以上で表示される範囲とにより構成される。この場合、例え
ば、図２１に示すように、食道や大腸の内壁を広角で観察する場合に適した輝度値１８０
０～２２００で表示される環状の領域を有効領域Ｅとして設定することができる。
【００６９】
　以上、本変形例においては、形状や蛍光強度が異なる複数のファントムＹの有効領域Ｅ
を情報記憶部３７１に記憶しておき、選択部３７３の作動により観察対象や観察方法に適
したファントムＹの有効領域Ｅを選択して観察対象部位Ｘの補正蛍光画像に用いることで
、様々なバリエーションの観察を精度よく行うことができる。
【００７０】
〔第４の実施形態〕
　次に、本発明の第４の実施形態に係る蛍光内視鏡装置について説明する。
　本実施形態に係る蛍光内視鏡装置４００は、図２２に示すように、画像処理部４４０が
、観察状況を判別する状況判別部４８１を備え、有効領域設定部４４７が状況判別部４８
１からの指示に基づいて有効領域Ｅを設定する点で、第１の実施形態と異なる。
　以下、第１の実施形態に係る蛍光内視鏡装置１００と構成を共通する箇所には、同一符
号を付して説明を省略する。
【００７１】
　状況判別部４８１は、画像生成部４１により生成された白色光画像において、所定の大
きさの状況判別領域を設定するようになっている。状況判別領域は、例えば、画像の中心
から所定の半径（所定の画素数）により形成される円内とする。また、状況判別部４８１
は、状況判別領域内に所定の閾値以下の輝度値を有する領域が含まれているか否かを判別
するようになっている。
【００７２】
　この状況判別部４８１は、例えば、図２３に示すように、状況判別領域Ｃ内に閾値を下
回る画素の領域が含まれている場合には食道や大腸等の管腔内の体腔壁を広角で観察して
いると判別し、また、図２４に示すように、状況判別領域Ｃ内に閾値を下回る画素の領域
が含まれていない場合には、内壁等に正面視して観察していると判別するようになってい
る。状況判別部４８１により判別された判別結果は有効領域設定部４４７へと出力される
。
【００７３】
　有効領域設定部４４７は、状況判別部４８１から広角で観察しているとの判別結果が入
力されると、図２５に示すような補正蛍光画像の中心部を除く環状の有効領域Ｅを設定し
、一方、正面視して観察しているとの判別結果が入力されると、図２６に示すような補正
蛍光画像の中心から所定の半径により形成される円形状の有効領域Ｅを設定するようにな
っている。
【００７４】
　このように構成された本実施形態に係る蛍光内視鏡装置４００によれば、状況判別部４
８１の観察状況に応じた判断結果に基づいて有効領域Ｅの形状を変化させることで、観察
状況が変化した場合であっても信頼性が高い有効領域Ｅにより観察することができる。
【００７５】
　以上、本発明の実施形態について図面を参照して詳述してきたが、具体的な構成はこの
実施形態に限られるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲の設計変更等も含まれ
る。例えば、本発明を上記の実施形態および変形例に適用したものに限定されることなく
、これらの実施形態および変形例を適宜組み合わせた実施形態に適用してもよく、特に限
定されるものではない。
【符号の説明】
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【００７６】
１０　　光源
２１，２３　　照射部
３１　　受光部
４１　　画像生成部（蛍光画像取得部、参照画像取得部）
４３　　画像補正部（補正蛍光画像生成部）
４５　　領域抽出部
４７　　有効領域設定部
５１　　表示部
２０２，２０２Ａ，２０２Ｂ　　スコープ（内視鏡スコープ）
Ｈ　　高輝度領域
Ｅ　　有効領域

【図１】 【図２】

【図３】
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